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公正取引委員会（以下「公取委」といいます。）は、『独占規制および公正取引に関する法律』（以下「公正取引法」とい

います。）における不当な支援行為に関連し（公正取引法第４５条第１項第９号）、その類型と審査基準について規定して

いる「不当な支援行為の審査指針」（以下「現行審査指針」といいます。）を設け、その運営にあたっています。

現行審査指針においては、資金支援に関連し、安全地帯*規定を定めているものの、その基準となる支援金額を事前に予測

し難いという問題とともに、資金支援を除く他の類型の支援行為については、安全地帯の規定を定めていないという問題が

提起されてきました。これにつき、公取委は、２０２２年１０月１７日付で、現行審査指針上（i）安全地帯基準の予測可能

性を改善して適用範囲を拡大する一方、（ii）支援行為の類型型の安全地帯規定を新設する内容の改正案（以下「改正案」

といいます。）を行政予告しました。

* 取引規模等が微々たる水準である場合、市場競争に及ぼす影響が少ないものと見做し、公取委が原則として審査を開始しないために設定し

た一応の基準

公取委は、２０２２年１１月７日までに利害関係人の意見を取り纏めた後、関連手続きを経て年内に改正案の確定および施

行をする予定です。安全地帯規定の主な改正内容については、下記のとおりです。

類型 改正前 改正後

資金取引

当該取引の実際の適用金利と正常金利

の差が正常金利の７％未満であり、か

つ、個別または一連の支援行為の支援

金額が１億ウォン未満である場合

● 当該取引の実際の適用金利と正常金利の差が正

常金利の７％未満であり、かつ、取引当事者間

の当該年度の資金取引総額が３０億ウォン未満

である場合우

●

資産取引

<新設>

当該取引の実際の取引価格と正常価格の差が正

常価格の７％未満であり、かつ、取引当事者間

の当該年度の資産取引総額が３０億ウォン未満

である場合

●

賃貸借取引

当該取引の実際の賃貸（賃借）料と正常賃貸

（賃借）料の差が正常賃貸（賃借）料の７％未

満であり、かつ、取引当事者間の当該年度の不

●



動産賃貸借取引総額が３０億ウォン未満である

場合

商品・サービ

ス取引

（取引条件による支援行為）当該取引の実際の

取引価格と正常価格の差が正常価格の７％未満

であり、取引当事者間の当該年度の商品・サー

ビス取引総額が１００億ウォン未満の場合

●

（相当な規模による支援行為）取引当事者間の

当該年度の商品・サービス取引総額が１００億

ウォン未満であり、取引相手方の平均売上高の

１２％未満である場合

●

人材提供

当該取引の実際の支給給与と正常給与の差が正

常給与の７％未満であり、取引当事者間で提供

されている人材の当該年度の人件費総額が

３０億ウォン未満である場合

●

不当性

個別または一連の支援行為の支援金額

が５千万ウォン以下の場合、安全地帯

を適用する。

●

＜削除＞

 

１．資金取引関連の安全地帯基準の改正

現行審査指針は、正常金利との差および支援金額を考慮して資金取引に関する安全地帯の該当の如何について判断するもの

と規定しています。しかしながら、「支援金額」とは、支援主体が支援客体に対して提供する経済的給付の正常価格より、

それについての対価として支援客体から受け取る経済的な反対給付の正常価格を差し引いた金額を意味するところ（現行審

査指針および改正案II．６．）、資金取引の場合、企業らが事前に正常金利、支援性取引規模等を算定するのが難しいとい

う問題が提起されてきました。

これにつき、改正案は、資金取引の安全地帯の適用基準を現行審査指針の支援金額の代わりに、当該年度の資金取引総額基

準として指針を改正しました。資金取引総額の基準は、当該年度の支援主体と支援客体との間に行われた全ての資金取引規

模を合算して算定されるため、企業においては、不当支援安全地帯の該当の如何につき、比較的容易に予測することができ

るというメリットがあります。

さらに、公取委は、改正案を通じ、現行審査指針上の安全地帯の適用基準を「支援金額１億ウォン」から「資金取引総額

３０億ウォン」へと上方修正し、安全地帯の適用範囲を拡大しました。

 

２．その他の類型の安全地帯基準の新設

現行審査指針においては、資金取引を除く他の類型の支援行為の場合、安全地帯規定を定めておらず、行為の各類型間にお

ける衡平性が欠けているだけでなく、安全地帯規定の活用度および企業の予測可能性が阻害されるという指摘が挙がってい



ました。

これにつき、改正案は、資金取引の他にも、資産、賃貸借、商品・サービスの取引および人材提供類型の支援行為について

も、安全地帯の基準を新設し、不当な支援行為の行為類型別に安全地帯に関する規定を整備しました。

特に、改正案は、相当な規模による支援行為に関連して別途の安全地帯基準（当該年度の取引総額が１００億ウォン未満で

あり、かつ、取引相手方の平均売上高の１２％未満）を新設したところ、不当支援行為に該当する相当な規模の取引に該当

するか否かについて判断するにあたり、企業に対して一定の基準を提供できるものと予想されます。

 

３．不当性判断における安全地帯基準の削除

現行審査指針では「個別の支援行為または一連の支援行為による支援金額が５千万ウォン以下として、公正取引阻害性が高

くないと判断される場合」を不当性が認められない安全地帯として規定しています（現行審査指針IV．３．ラ．）。これに

ついては、現行審査指針には既に、より緩和された安全地帯の基準（支援行為１億ウォン以下）が存在するため、不当性の

判断に関連する安全地帯基準の活用度が低く、指針体系からみても、重複するとの指摘がありました。

改正案は、支援行為の類型別に、安全地帯の規定を修正または新設する一方、不当性の判断の安全地帯基準を削除し、行為

類型別に分類することにより基準を一元化するよう規定の整備を行いました。

 

４．示唆点

今後、公取委の改正案が確定・施行されると、従前の資金支援にかかる安全地帯の適用範囲が拡大され、資金支援以外の行

為類型についても安全地帯の規定が新設され、企業における不当支援行為の該当の如何に関連する予測可能性に役立つもの

と期待されます。ただし、相当な規模による支援行為を除くと、依然、正常金利（価格、賃貸料等）の算定に困難があり、

支援主体が何らの反対給付もなく支援する場合（例えば、人材支援の場合、支援主体が派遣人材の人件費を全て負担する場

合が大半である。）には、正常価格との差を検討する必要もなく安全地帯規定の適用ができないため、実際、改正案による

安全地帯規定の適用には限界があるものと予想されます。
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